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(57)【要約】
本体、ヒンジ、ピン、及び１つ又は複数のヘッドを含む
骨折固定プレート組立体であって、１つ又は複数のヘッ
ドが、外側に／内側に枢動することができるとともに変
位することができ、プレートの本体に対して垂直に傾く
ことができ、骨の１つ又は複数の骨折した部分の整復の
前に、骨の安定的な部分へのプレートの本体の締結をよ
り効率的及びフレキシブルに可能にする、骨折固定プレ
ート組立体が開示されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　骨折固定プレート組立体であって
　長尺状の本体であって、第１長手方向軸を画定するとともに、基端部、先端部、骨接触
面、反対側の面、前記骨接触面から前記反対側の面まで延在する少なくとも１つの固定ス
ロット、及び前記先端部の枢動穴を含む、長尺状の本体と、
　ヒンジであって、基端部と先端部とを含み、前記基端部が、前記第１長手方向軸に直交
する第１枢動軸を画定する前記本体の先端部と枢動係合し、前記先端部が略円筒形の胴部
を含み、前記胴部が前記第１長手方向軸及び前記第１枢動軸の両方に直交する第２枢動軸
を画定し、前記ヒンジがロック解除された状態とロックされた状態とを有する、ヒンジと
、
　設定締結具であって、前記ヒンジの第１枢動軸に沿った前記長尺状の本体の枢動穴へ挿
入するように適合され、設定締結具が緩いとき、前記ヒンジがロック解除された状態のま
まであり、設定締結具が締められると、前記ヒンジがロックされた状態のままである、設
定締結具と、
　前記ヒンジの円筒形の胴部により受けられるように適合されたアクスルであって、外側
端と、内側端と、アクスル軸を画定する中間部分とを有し、前記中間部分が前記ヒンジの
胴部と枢動係合し、前記アクスル軸が前記第２枢動軸と同一直線上にあり、前記外側端又
は内側端の少なくとも一方が前記ヒンジの胴部から延出する、アクスルと、
　骨接触面と反対側の面とを有する少なくとも１つのヘッドであって、少なくとも１つの
ヘッドが前記アクスルの外側端又は内側端或いはその両方に固定的に係合し、少なくとも
１つのヘッドが骨締結具を受けるように適合された少なくとも１つの穴を有し、前記穴が
前記骨接触面から前記反対側の面へ延在する、少なくとも１つのヘッドと
を含み、
　前記本体、ヒンジ、設定締結具、アクスル及び少なくとも１つのヘッドが個別のコンポ
ーネントであり、
　前記ロック解除された状態において、前記ヒンジが、前記第１枢動軸の周りで前記本体
に対して外側に／内側に枢動するように適合され、
　前記ロック解除された状態において、前記アクスルが、前記第２枢動軸に沿って外側に
／内側に変位するように、及び前記円筒形の胴部において前記第２枢動軸を中心として回
転するように適合され、
　前記ロックされた状態において、前記ヒンジが前記本体に対して枢動するのを阻止され
、
　前記ロックされた状態において、前記アクスルが前記第２枢動軸に沿って変位すること
及び前記第２枢動軸を中心として回転することを阻止される、骨折固定プレート組立体。
【請求項２】
　前記アクスルの中間セクションが狭くなった首セクションをさらに含み、
　前記狭くなった首セクションが、該首セクションの少なくとも部分変形を通じて、前記
外側端が前記内側端から独立して回転することを可能にするように適合される、請求項１
に記載の骨折固定プレート組立体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は概して、骨折の固定、特に、人体の橈骨遠位端又は他の骨の骨折の固定のため
のプレートに関する。
【背景技術】
【０００２】
　橈骨遠位端のための骨折固定プレートは当該技術分野において既知である。特に、コレ
ス骨折の治療のための手掌骨折固定プレートが使用されることが多い。多くの既存のプレ
ートが有効である一方で、それらは概して、プレートの適用及び締結前に橈骨遠位端にお
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ける骨折が整復されていることを必要とする。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の目的は、上記した問題を解決することができる骨折固定プレートを提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本体及び１つ又は複数のヘッドを含む手掌固定プレートであって、１つ又は複数のヘッ
ドが外側に／内側に枢動（ｐｉｖｏｔ）することができるとともに変位することができ、
プレートの本体に対して垂直に傾けられ得る手掌固定プレートを達成するために発明性の
ある特徴を提供することにより、これまで知られているデバイスの限界を克服することが
本発明の目的の１つである。これは、骨又は骨片の不安定な先端部へのヘッドの取り付け
、不安定な骨及び片を整列させるためのヘッドの操作、骨の安定的な部分へのプレートの
本体の締結、骨の１つ又は複数の骨折した部分の整復、及び整復が達成された時点で、達
成された整復を維持するためのプレートの位置の係止を可能にする。
【０００５】
　本発明は、本明細書においては橈骨遠位端のための手掌骨折固定プレートにおいて実現
されるとして図示及び説明されているが、それにも関わらず、これは図示の詳細のみに、
又はさらには手掌骨折を治療するために設計されたプレートに限定されることを意図され
るものではなく、その理由は、身体の他の骨における骨折の固定を達成するために様々な
修正及び構造上の変更が、本発明の趣旨から逸脱せずにクレームの均等物の領域及び範囲
内でなされ得るからである。
【０００６】
　しかしながら、本発明の構造は、その追加的な目的及び利点と共に、特定の開示された
実施形態の以下の説明から、添付図面に関連して読まれるときに、最もよく理解される。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】ヘッドが中立中心位置にある、本発明によるデュアルヘッド骨折固定プレート組
立体の上面図である。
【図２】ヘッドが中立中心位置にある、本発明によるデュアルヘッド骨折固定プレート組
立体の底面図である。
【図３】本発明によるデュアルヘッド骨折固定プレート組立体の分解図である。
【図４】本発明によるデュアルヘッド骨折固定プレート組立体の部分組立図である。
【図５】本発明によるデュアルヘッド骨折固定プレート組立体のためのヒンジコンポーネ
ントの詳細図である。
【図６Ａ】ヘッドが内側及び外側に枢動した状態の、本発明によるデュアルヘッド骨折固
定プレート組立体の上面図である。
【図６Ｂ】ヘッドが内側及び外側に枢動した状態の、本発明によるデュアルヘッド骨折固
定プレート組立体の上面図である。
【図７Ａ】ヘッドが中立位置にある状態の、本発明によるデュアルヘッド骨折固定プレー
ト組立体の内側側面図である。
【図７Ｂ】ヘッドが垂直に上向きに傾いた状態の、本発明によるデュアルヘッド骨折固定
プレート組立体の内側側面図である。
【図８Ａ】ヘッドが内側及び外側に並進した状態の、本発明によるデュアルヘッド骨折固
定プレート組立体の上面図である。
【図８Ｂ】ヘッドが内側及び外側に並進した状態の、本発明によるデュアルヘッド骨折固
定プレート組立体の上面図である。
【図９】本発明によるデュアルヘッド骨折固定プレート組立体の代替的実施形態のための
アクスル及びヘッド組立体を示す。
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【図１０】ヘッドが互いに独立して傾いた構成を含む、ヘッドが複数の構成へと傾いた（
すなわち、回転した）状態の、本発明によるデュアルヘッド骨折固定プレート組立体を示
す。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　図１及び２を参照すると、本発明の一実施形態において、略「Ｙ」形の骨折固定プレー
ト組立体１００がそれぞれ上面図及び底面図において示されている。組立体１００の様々
なコンポーネントは、それぞれ組立体１００の分解図及び部分分解図を示す図３及び４に
おいて詳細に見ることができる。図３に示されるように、組立体１００の様々な個別のコ
ンポーネントには、本体２００、ヒンジ３００、アクスル４００、尺骨頭５００、橈骨頭
５５０、及び設定締結具６００が含まれる。
【０００９】
　本体２００は、実質的に真っ直ぐであるかわずかに曲がっている、長尺状のコンポーネ
ントであって、骨接触面２０６及び反対側の面２０８、基端部２０２、先端部２０４、並
びに骨締結具を受けるように適合された少なくとも１つの固定スロット２１０又は穴２１
２を有する長尺状のコンポーネントである。本体２００の先端部２０４はまた、設定締結
具６００を受けるように適合されたねじ穴２１４を含む。
【００１０】
　アクスル（又はピン）４００は、長尺状の中実ピンであって、尺骨端４０２、橈骨端４
０４及び中間セクション４０６を含む長尺状の中実ピンを含む。尺骨及び橈骨端４０２、
４０４は、それぞれ尺骨頭５００及び橈骨頭５５０における対応する形の開口と合致する
ように設計された非円形の断面を有する。中間セクション４０６は、ヒンジ３００におけ
る対応する胴部３０８に係合することを意図されているため、実質的に円筒形である（図
５及び以下の説明を参照）。
【００１１】
　一時的に図５を参照すると、ヒンジ３００がより詳細に示されている。ヒンジ３００は
、クランプであって、上側３０２、底側３０４、及び上側３０２と底側３０４とを接続す
るブリッジ３０６を有するクランプを含む。上側３０２及び底側３０４は各々、同様の大
きさにされた穴３１２、３１４であって、整列しているとともに設定締結具６００のシャ
フト６０２の直径より大きい直径を有する穴３１２、３１４を有する。ブリッジ３０６の
内面は、アクスル４００の中間セクション４０６を受けるように適合された実質的に円筒
形の胴部３０８を画定する。そのロック解除された状態（これは図５に示されている）に
おいて、間隙３１０が上側３０２及び底側３０４の間に存在し、胴部３０８の直径はアク
スル中間セクション４０６の直径より大きい。これは、アクスル４００が胴部３０８内部
で自由に回転すること、及びまた胴部３０８に対して左右に自由に並進することを可能に
する。
【００１２】
　図１～５を再び参照すると、ヒンジ３００は、設定締結具６００により本体２００の先
端部２０４に取り付けられるように適合される。以下で述べられるとおり、設定締結具６
００がヒンジ穴３１２、３１４を通じて本体２００のねじ穴２１４内へ係合されると、ヒ
ンジ３００はそのロック解除された状態にある。設定締結具６００が締められると、ヒン
ジ３００は縮み始め、胴部３０８の直径が減少し始める。設定締結具６００が締められる
と、アクスル中間セクション４０６と胴部３０８との間の摩擦が増加し、アクスル４００
はより回転又は並進しにくくなる。設定締結具６００が完全に締められると、アクスル４
００は本質的に固定された位置にあるとともにヒンジ３００に対して回転も並進もできな
い。
【００１３】
　加えて、設定締結具６００の初期挿入時に、ヒンジ３００は本体２００のねじ穴２１４
を中心として自由に枢動する。設定締結具６００が締められると、ヒンジ３００の底側３
０４とねじ穴２１４を囲む軸受領域２１６との間の摩擦が増加し、ヒンジ３００が本体２
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００に対して枢動するのがより困難になる。設定締結具６００が完全に締められると、ヒ
ンジ３００は本質的に固定された位置にあるとともに本体２００に対して枢動できない。
【００１４】
　尺骨頭５００は、先端部５０２、基端部５０４、骨接触面５０６及び反対側の面５０８
を含む。尺骨頭５００は、１つ又は複数の骨ねじ穴５１０（ねじ付きであっても無くても
よい）と、任意選択的に１つ又は複数のＫ－ワイヤ穴５１２とをさらに含む。尺骨頭５０
０の基端部５０４は、アクスル４００の尺骨端４０２を受けるように適合されたアクスル
開口５１４をさらに含む。アクスル尺骨端４０２はアクスル開口５１４内にぴったりと嵌
る。組立時、尺骨頭５００及びアクスル４００は、締まりばめ、１つ又は複数の締結具、
１つ又は複数の溶接部、又は当該技術分野において既知の他の方法を介して永続的に接続
される。
【００１５】
　尺骨頭５００と同様に、橈骨頭５５０は、先端部５５２、基端部５５４、骨接触面５５
６及び反対側の面５５８を含む。橈骨頭５５０は、１つ又は複数の骨ねじ穴５６０（ねじ
付きであっても無くてもよい）と、任意選択的に１つ又は複数のＫ－ワイヤ穴５６２とを
さらに含む。橈骨頭５５０の基端部５５４は、アクスル４００の橈骨端４０４を受けるよ
うに適合されたアクスル開口５６４をさらに含む。アクスル橈骨端４０４はアクスル開口
５６４内にぴったりと嵌る。組立時、橈骨頭５５０及びアクスル４００は、締まりばめ、
１つ又は複数の締結具、１つ又は複数の溶接部、又は当該技術分野において既知の他の方
法を介して永続的に接続される。
【００１６】
　本発明のデバイスが完全に組み立てられると、図１及び２に示されるとおり、骨折固定
プレート組立体１００は、１つ又は複数のヘッドが、内側／外側（図６Ａ及び６Ｂを参照
）に横方向に枢動する、上向き及び下向きに傾く（図７Ａ及び７Ｂを参照）、並びに内側
／外側に並進する（図８Ａ及び８Ｂを参照）ことを可能にする。図６～８に示される構成
の各々は、設定ねじ６００を緩め尺骨及び橈骨頭５００、５５０を手動で再配置すること
により調整され得る。設定ねじ６００を締めると、選択された構成が固定されるようにな
る。
【００１７】
　図９に示された本発明の代替的実施形態において、アクスル４００の中間セクション４
０６はまた、狭くなった首セクション４０８を含み得る。この狭くなった首セクションは
アクスル４００をねじりに対して弱くする。これは、トルクをかけることによりアクスル
４００を部分的に変形させることで、尺骨頭５００及び橈骨頭５５０が互いに無関係に枢
動することを可能にする。結果としての可能な構成の一部が図１０に示されている。
【００１８】
　上述のとおり、本発明は、ピンコンポーネントに互いに連結する複数のヘッド部分とヒ
ンジコンポーネントとを備えた骨折固定プレートを提供する。これは、骨折を整復する前
に骨折固定プレートを適用することを可能にするために特に有利である。
【００１９】
　骨折の整復のために本発明の骨折固定プレート組立体を使用するための方法は、少なく
とも１つのヘッドの骨接触面が骨の折れた部分に隣接するように、骨折固定プレート組立
体を折れた骨に近接してロック解除された状態におくステップと、ヘッドの少なくとも１
つの穴を通じて少なくとも１つの骨締結具を使用して少なくとも１つのヘッドを骨の折れ
た部分へ取り付けるステップと、本体部分の固定スロットを通じて少なくとも１つの固定
締結具を使用して本体部分を骨の主部分に緩く取り付けるステップと、骨の折れた部分を
骨の主部分と整列させるためにヘッドを枢動、回転及び並進させることによりヘッドを操
作するステップと、本体部分に対するヘッドの傾きを必要に応じて調整するステップと、
骨の主部分に対して骨折固定プレートを動かすことにより骨折を整復するステップと、固
定締結具を骨の主部分に締結することにより本体部分を骨の主部分に固定するステップと
、設定締結具を締結することにより骨折固定プレート組立体をロックされた状態へ移行さ



(6) JP 2020-523047 A 2020.8.6

せるステップとを含む。
【００２０】
　橈骨遠位端のための手掌骨折固定プレート組立体及び使用の方法と関連して説明してき
たが、必要に応じて他の骨折を治療するために、他のプレートが本明細書における説明に
従うが異なる寸法又は規模で作られ得ることから、これらの説明は限定することを意図す
るものではない。したがって、本発明は本明細書において図示及び説明されているが、様
々な修正及び構造上の変化が、本発明の趣旨から逸脱せずに並びにクレームの均等物の領
域及び範囲内でなされ得る。
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